
（１）別紙２ 料金の額及びその徴収期間 
別紙２中、１．（２）のうち、⑫を⑮とする。⑬中「③から⑩」を「③から⑩並びに⑫及び⑭」に、「①か

ら⑪」を「①から⑭」に改め、これを⑯とし、⑭を⑰とし、⑪の次に次のとおり加える。 

⑫平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅰ） 

イ 割引をする自動車 

ハに定める期間に通行するＥＴＣ車のうち、普通車。 

ロ 割引率 

⑨ロに定める割引率とする。 

ハ 適用する期間 

平成２１年８月６日、平成２１年８月７日、平成２１年８月１３日及び平成２１年８月１４日。 

 

⑬平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ） 

イ 割引をする自動車 

ハに定める期間に通行する自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第３条の普通自

動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員１１人以上のものに限る。）のうち、道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）第４条第１項に規定する許可を受けて、同法第３条第１号イに掲げる一般乗

合旅客自動車運送事業を経営する者が当該許可に係る通行をする自動車又は同法第４条第１項に規

定する許可を受けて同法第３条第１号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が当該

許可に係る通行をする自動車若しくは同法第４条第１項及び同法第２１条第２号に規定する許可を

受けて一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が当該許可に係る通行をする自動車で、大口・多頻

度割引の適用に関する契約を３会社のいずれかと締結した利用者の自動車（３会社が別に定めるとこ

ろにより、本割引の適用を受けるための３会社のいずれかへの登録がなされている場合に限る。）。 

ロ 割引率 

割引率は３０パーセントとする。 

ハ 適用する期間 

平成２１年８月６日、平成２１年８月７日、平成２１年８月１３日及び平成２１年８月１４日。 

 

⑭平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅲ） 

イ 割引をする自動車 

ハに定める期間に通行するＥＴＣ車のうち、普通車、大型車又は特大車。 

ロ 割引率 

割引率は５０パーセントとする。 

なお、本割引適用後の料金の額に１０円未満の端数が生じる場合には、４捨５入により、１０

円単位の端数処理を行うこととする。 

 

 

ハ 適用する期間 

平成２１年８月３日から平成２１年８月５日まで、平成２１年８月１０日から平成２１年８月１

２日まで、平成２１年８月１７日及び平成２１年８月１８日とする。 

 

 



別添２を次のとおり改める。 

 

別添２（１）割引相互間の重複適用関係（１）重複適用の有無 

 ﾏｲﾚｰｼﾞ             

前納 × 前納            

深夜 ○ ○ 深夜           

通勤 ○ ○ × 通勤         

平夜 ○ ○ × × 平夜        

平昼Ⅰ ○ ○ × × × 平昼Ⅰ        

平昼Ⅱ ○ ○ × × × × 平昼Ⅱ      

休昼 ○ ○ × × × × × 休昼      

休特 ○ ○ × × × × × × 休特 

休ﾊﾞｽ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × 休ﾊﾞｽ  

障割 ○ ○ × × × × × × × × 障割  

盆Ⅰ ○ ○ × × × × × × × ○ × 盆Ⅰ  

盆Ⅱ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ 盆Ⅱ 

盆Ⅲ ○ ○ × × × × × × × ○ × × ○ 盆Ⅲ 

（注）「マイレージ」、「前納」、「深夜」、「通勤」、「平夜」、「平昼Ⅰ」、「平昼Ⅱ」、「休昼」、「休特」、「休ﾊﾞｽ」、

「障割」、「盆Ⅰ」、「盆Ⅱ」及び「盆Ⅲ」は、それぞれ、マイレージ割引、ＥＴＣ前納割引、深夜割引、

通勤割引、平日昼間割引（Ⅰ）、平日昼間割引（Ⅱ）、休日昼間割引、休日特別割引、休日バス割引障害

者割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅰ）、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ）及び平成２１年度

お盆期間特別割引（Ⅲ）を指すものとし、縦と横の交差の記号が、○は重複適用有り、×は重複適用無

しを示す。 

 

（２）重複適用の順序 

適用の順序 割引の種類 

１ 深夜割引、通勤割引、平日夜間割引、平日昼間割引（Ⅰ）、平日昼間割引（Ⅱ）、休日昼

間割引、休日特別割引、障害者割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅰ）又は平成２

１年度お盆期間特別割引（Ⅲ） 

２ マイレージ割引、ＥＴＣ前納割引、休日バス割引又は平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ） 

 

 


